
永
承
六
年

(

一
〇
五
一)

、
奥
州
の
俘
囚
の
長
で
あ
る
安
倍
氏
に
よ
る
反
乱
が
お
き
た
。
そ
の
後
、
一
時
は
帰
順
し
た
も
の
の
、

再
び
乱
を
お
こ
し
、
康
平
五
年

(

一
〇
六
二)

、
源
頼
義
に
よ
っ
て
鎮
圧
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
安
倍
貞
任
等
は
首
を
斬
ら
れ
、
弟
の

安
倍
宗
任
は
降
人
と
な
っ
て
流
さ
れ
た
。
い
わ
ゆ
る

｢

前
九
年
の
役｣

で
あ
る
。
足
か
け
十
二
年
に
渡
り
、
古
く
は

｢

十
二
年
の
合

戦｣

と
呼
ば
れ
て
い
た①

。
こ
の
奥
州
の
十
二
年
の
合
戦
は
、『

陸
奥
話
記』

や

『

扶
桑
略
記』

所
引
の

『

奥
州
合
戦
記』

、『

今
昔
物

語
集』

巻
二
十
五

｢

源
頼
義
朝
臣
罸
安
陪
貞
任
等
語｣
等
を
は
じ
め
と
し
て
多
く
の
文
学
作
品
や
歴
史
書
に
記
さ
れ
読
み
継
が
れ
て

き
た
。
十
二
年
の
合
戦
の
全
体
像
を
語
ろ
う
と
す
る
も
の
の
他
、
一
部
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
抜
き
出
し
て
記
す
も
の
も
あ
り
、
鎮
守
府

将
軍
と
し
て
主
要
な
任
務
を
担
っ
た
源
頼
義
を
中
心
と
す
る
も
の
、
頼
義
と
共
に
戦
っ
た
頼
義
の
子
義
家
を
中
心
と
す
る
も
の
等
そ

の
記
さ
れ
か
た
も
様
々
で
あ
る
。『

剣
巻』

も
簡
略
な
が
ら
十
二
年
の
合
戦
を
記
す
作
品
の
一
つ
で
あ
る
。『

剣
巻』

の
十
二
年
の
合

戦
に
関
わ
る
記
述
は
以
下
の
通
り
で
あ
る②

。

(

イ)

然
ニ
天
喜
五
年
ニ
頼
光
ノ
弟
河
内
守
頼
信
ノ
嫡
子
ニ
伊
与
守
頼
義
、
奥
州
ノ
住
人
厨
河ノ

次
郎
安
倍ノ

貞
任
、
舎
弟
鳥ノ

海ノ

三
郎
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同
宗
任
兄
弟
、
謀
反
ノ
由
其
聞
ヘ
ア
リ
ケ
レ
バ
、
彼
打
手
ニ
被
下
ト
テ
、
陸
奥
守
ニ
成
ル
。
爰
ニ
源
氏
重
代
ノ
剣
鬼
丸
、
蛛
切
、

頼
国
ガ
手
ニ
ア
リ
ケ
ル
ヲ
、
宣
旨
ニ
テ
被
召
、
頼
義
ノ
朝
臣
ニ
ゾ
タ
ビ
テ
ン

ゲ
ル
。
頼
国
申
テ
云
、｢

此
剣
ハ
祖
父
多
田ノ

満
仲
ガ

時
ヨ
リ
三
代
相
承
ノ
剣
ニ
テ
候
ヘ
バ
、
争
カ
身
ヲ
放
チ
候
ベ
キ
。
剣
ヲ
可
被
召
ニ
テ
候
ワ
バ
、
頼
国
コ
ソ
承
テ
ク
ダ
リ
候
ハ
メ｣

ト
、
度
々
被
申
ケ
レ
ド
モ
、
更
ニ
御
用
イ
ナ
シ
。
只

｢

剣
ヲ
進
ヨ｣

ト
仰
セ
ケ
レ
バ
、
力
無
ク
シ
テ
出
シ
ケ
リ
。
頼
義
是
ヲ
給

テ
、
奥
州
ニ
下
向
シ
テ
九
ケ
年
ガ
程
タ
ヽ
カ
ウ
。
遂
ニ
軍
ニ
打
勝
テ
、
貞
任
ヲ
バ
頸
ヲ
切
、
宗
任
ヲ
バ
生
取
ニ
シ
テ
登
リ
、
貞

任
ガ
長タ

ケ

ノ
高
サ
九
尺
五
寸
、
宗
任
ハ
遙
ニ
劣オ
ト

リ
テ
六
尺
四
寸
ゾ
有
リ
ケ
ル
。(

ロ)

頼
義
ノ
宿
所
ニ
ア
リ
ケ
ル
ヲ
、
殿
上
人
ド
モ
、

｢

奥
州
ノ
宗
任
ガ
生
取
ニ
テ
登
リ
タ
ル
由
其
聞
ヘ〈

有〉

、
東
ノ
奥
ノ
夷
ナ
レ
バ
、
カ
タ
ク
ナ
ヽ
ル
ラ
メ
、
行
テ
見
テ
咲｣

ト
テ
、

打
ツ
レ
テ
ユ
キ
ニ
ケ
リ
。
其
中
ニ
コ
ト
ニ
若
殿
上
人
、
梅
花
ヲ
折
リ
テ
、｢

ヤ
ヽ
宗
任
、
是
ヲ
バ
何
ト
カ
見
タ
ル｣

ト
問
ケ
レ

バ
、
宗
任
取
ア
ヘ
ズ
、

我
ガ
国
ノ
梅
ノ
花
ト
ワ
見
タ
レ
ド
モ
大
宮
人
ハ
イ
カ
ニ
云
ラ
ン

ト
申
タ
リ
ケ
レ
バ
、
殿
上
人
シ
ラ
ケ
テ
返
ニ
ケ
リ
。(

ハ)

其
後
宗
任
筑
紫
ヘ
流
レ
タ
リ
ケ
ル
ガ
、
子
孫
繁
昌
シ
テ
、
未
ダ
ア
リ
ト

ゾ
承
ル
。
今
ノ
松
浦
党
ト
ハ
是
ナ
リ
。

『

剣
巻』

は
、『

平
家
物
語』

や

『

太
平
記』

の
付
録
的
に
扱
わ
れ
た
り
、
ま
た
単
独
で
読
ま
れ
た
り
し
な
が
ら
中
世
か
ら
近
世
を

通
じ
て
広
く
読
ま
れ
た
作
品
で
あ
る
。
清
和
源
氏
重
代
の
宝
剣
伝
承
の
物
語
の
中
に
、
天
皇
家
の
宝
剣
の
物
語
を
包
含
す
る
形
で
構

成
さ
れ
て
い
る
。
源
氏
の
宝
剣
物
語
は
経
基
六
孫
王
の
子
源
満
仲
が
宝
剣
を
作
成
す
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
り
頼
朝
に
渡
る
ま
で
を

記
し
て
い
る

(

長
禄
本
の
み
、
そ
の
後
剣
が
新
田
・
足
利
に
伝
え
ら
れ
た
事
を
記
す)

。
こ
こ
に
掲
げ
た
記
述
は
、
源
氏
の
宝
剣
が

頼
義
に
伝
わ
っ
た
場
面
か
ら
頼
義
の
子
義
家
に
渡
る
直
前
の
場
面
に
あ
た
り
、
十
二
年
の
合
戦
に
関
わ
る
記
述
は
そ
の
ま
ま
頼
義
の

代
の
宝
剣
の
物
語
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
内
容
を
三
つ
に
わ
け
る
と
、(

イ)
に
、
奥
州
の
合
戦
に
つ
い
て
天
喜
五

(

一
〇
五
七)
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年
か
ら
書
き
起
こ
し
、
頼
義
が
打
手
に
下
さ
れ
た
こ
と
、
源
氏
重
代
の
剣
が
頼
義
の
手
に
渡
っ
た
事
、
十
二
年
の
合
戦
の
顛
末
を
記

し
、(

ロ)

に
生
け
捕
り
と
な
っ
た
安
倍
宗
任
と
都
の
殿
上
人
と
の
や
り
と
り
に
関
す
る
逸
話
を
、(

ハ)

に
宗
任
が
流
さ
れ
た
筑
紫

で
松
浦
党
の
祖
先
と
な
っ
た
事
を
記
し
て
い
る③

。(

ロ)

、(

ハ)

は
後
日
談
で
、
十
二
年
の
合
戦
を
描
く
諸
作
品
の
な
か
で
は
大
変

特
異
な
逸
話
と
な
っ
て
い
る
。

『

剣
巻』
は
十
二
年
の
合
戦
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は

(

イ)

の
記
事
構
成
か
ら

『

剣
巻』

が

十
二
年
の
合
戦
を
ど
の
よ
う
な
背
景
を
持
っ
て
ど
の
よ
う
な
文
脈
で
描
こ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
探
っ
て
い
き
た
い
。

一

『

剣
巻』

の
十
二
年
の
合
戦
の
始
ま
り
を
見
る
と

然
ニ
天
喜
五
年
ニ
頼
光
ノ
弟
河
内
守
頼
信
ノ
嫡
子
ニ
伊
与
守
頼
義
、
奥
州
ノ
住
人
厨
河ノ

次
郎
安
倍ノ

貞
任
、
舎
弟
鳥ノ

海ノ

三
郎
同
宗

任
兄
弟
、
謀
反
ノ
由
其
聞
ヘ
ア
リ
ケ
レ
バ
、
彼
打
手
ニ
被
下
ト
テ
、
陸
奥
守
ニ
成
ル
。

と
あ
り
、
天
喜
五
年
に
頼
義
が
陸
奥
守
に
な
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
始
め
ら
れ
る
。
十
二
年
の
合
戦
と
頼
義
と
の
接
点
は
天
喜
五
年
か
ら

な
の
で
あ
ろ
う
か
。『

本
朝
続
文
粋』

巻
六

｢

頼
義
朝
臣
申
伊
与
守
重
任
状｣

に
よ
る
と④

、

仍
去
永
承
六
年
忽
以
頼
義
為
令
征
罰
被
任
彼
国
天
喜
元
年
兼
鎮
守
府
将
軍

と
あ
り
、
実
際
に
は
天
喜
五
年
よ
り
前
の
永
承
六

(

一
〇
五
一)
年
に
も
奥
州
鎮
圧
の
た
め
陸
奥
守
と
な
っ
て
お
り
、
更
に
天
喜
元

(

一
〇
五
三)

年
に
は
鎮
守
府
将
軍
を
兼
ね
る
こ
と
に
な
っ
た
事
が
わ
か
る
。
で
は
、
天
喜
五
年
に
陸
奥
守
に
な
っ
た
と
い
う
の
は

誤
り
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
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『

陸
奥
話
記』

で
は
、
天
喜
五
年
九
月
の
記
事
の
直
前
に
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る⑤

。

今
年
、
朝
廷
、
雖
補
新
司
、
聞
合
戦
告
、
辞
退
不
赴
任
。
因
之
更
重
任
頼
義
朝
臣
、
猶
令
遂
征
伐
。

今
年
、
騒
動
而
国
内
飢
饉
。
糧
食
不
給
、
大
衆
一
散
。
忽
逮
再
会
、
出
謀
之
間
、
漸
送
年
序
。

『

陸
奥
話
記』

の
記
述
に
よ
れ
ば
、
陸
奥
の
新
し
い
国
司
を
補
任
し
た
が
、
辞
退
し
た
た
め
頼
義
を
重
任
さ
せ
た
、
と
い
う
事
の

よ
う
で
あ
る
。
記
事
で
は

｢

今
年｣

と
あ
り
、
こ
れ
が
何
年
の
こ
と
で
あ
る
か
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。『

百
錬
抄』

で
は
天
喜
四
年

の
こ
と
の
よ
う
で
、
十
二
月
二
十
九
日
条
に⑥

、

源
頼
義
更
任
陸
奥
守
。
為
征
夷
也
。
陸
奥
守
良
綱
遷
任
兵
部
大
輔
。

と
あ
る
。
一
方
、
天
喜
五
年
と
す
る
も
の
も
あ
り
、『

扶
桑
略
記』

の
天
喜
五
年
十
二
月
二
十
五
日
条
に
は⑦

、

陸
奥
守
藤
原
良
経
遷
―二

任
兵
部
大
輔
一

。
源
頼
義
更
補
二

陸
奥
守
一

。
有
二

重
任
宣
旨
一

。
又
止
二

源
兼
長
任
一

。
以
二

源
齊
頼
一

為
二

出

羽
守
一

。
相
共
令
�

撃
二

貞
任
等
一

。

と
あ
り
、
天
喜
五
年
十
二
月
に
、
貞
任
の
討
伐
の
た
め
に
陸
奥
守
を
藤
原
良
経
か
ら
源
頼
義
に
、
出
羽
守
を
源
兼
長
か
ら
源
齊
頼
に
、

そ
れ
ぞ
れ
変
更
し
た
と
す
る
。

今
、
天
喜
四
年
と
天
喜
五
年
の
い
ず
れ
が
正
し
い
か
は
判
断
で
き
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
記
事
を
も
と
に
す
る
と
、
陸
奥
守
着
任
に

つ
い
て
は
少
な
く
と
も
永
承
六
年
と
天
喜
四
年
な
い
し
は
五
年
の
着
任
が
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
ど
ち
ら
の
着
任
に
つ
い
て
も
頼
義

に
奥
州
の
鎮
圧
が
期
待
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。『
剣
巻』

が
天
喜
五
年
陸
奥
守
と
な
っ
た
と
す
る
の
は

『

扶
桑
略
記』

と
一
致
す
る
。

『

剣
巻』

の
頼
義
の
十
二
年
の
合
戦
は
、
頼
義
の
奥
州
攻
め
の
始
ま
り
で
あ
り
現
在
前
九
年
の
役
の
始
ま
り
と
い
わ
れ
て
い
る
永

承
六
年
で
は
な
く
、
こ
の
天
喜
五
年
の
着
任
か
ら
書
き
起
こ
し
て
い
る
。
で
は
な
ぜ
、
天
喜
五
年
か
ら
描
き
始
め
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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こ
こ
で
、
頼
義
の
十
二
年
の
合
戦
を
記
す
文
学
作
品
を
軍
記
を
中
心
に
見
渡
し
て
み
る
。
軍
記
の
作
品
群
に
あ
っ
て
、
十
二
年
の
合

戦
で
敗
れ
る
貞
任
・
宗
任
は
朝
敵
と
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
た
と
え
ば

『

平
家
物
語』

巻
五

｢

朝
敵
揃｣

に⑧

、｢

夫
我
朝

に
朝
敵
の
は
じ
め
を
尋
れ
ば
、
…
平
将
門
、
藤
原
純
友
、
安
部
貞
任
・
宗
任
、
對
馬
守
源
義
親｣

と
朝
敵
を
列
挙
す
る
中
に
平
将
門
、

藤
原
純
友
と
並
ん
で
あ
げ
ら
れ
る
。『

太
平
記』

巻
十
六

｢

日
本
朝
敵
事｣

に
も⑨

、

此
外
…
安
陪
貞
任
・
宗
任
・
清
原
武
衡
・
平
相
國
清
盛
…
時
政
九
代
ノ
後
胤
高
時
法
師
ニ
至
迄
、
朝
敵
ト
成
テ
叡
慮
ヲ
�
シ
仁

義
ヲ
亂
ル
者
、
皆
身
ヲ
刑
戮
ノ
下
ニ
苦
シ
メ
、
尸
ヲ
獄
門
ノ
前
ニ
曝
サ
ズ
ト
云
事
ナ
シ
。

と
あ
げ
ら
れ
る
他
多
く
の
作
品
で
国
を
乱
し
た
者
た
ち
の
例
に
数
え
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
例
の
中
に
、｢

天
喜｣

と
い

う
年
号
が
関
連
付
け
て
記
さ
れ
る
事
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、『

保
元
物
語』

上

｢

将
軍
塚
鳴
動
�
ビ
ニ

彗
星
出
ヅ
ル
事｣

で

は⑩

、
承
平
ニ
将
門
謀
叛
ヲ
発
シ
、
天
慶
ニ
純
友
乱
逆
ヲ
成
シ
、
天
喜
ニ
貞
任
、
宗
任
、
奥
州
ニ
合
戦
ヲ
企
ツ
。
或
ハ
、
八
ケ
国
ヲ
打

随
テ
、
八
ケ
年
タ
ヽ
カ
ウ
。
或
ハ
奥
州
ヲ
随
エ
テ
、
十
二
年
禦
ク
。
是
皆
辺
土
ノ
事
也
。

と
あ
り
、
奥
州
の
十
二
年
の
合
戦
を

｢

天
喜｣
の
年
号
で
表
し
て
い
る
。
十
二
年
の
合
戦
に
お
い
て
、｢

天
喜｣

と
は
い
か
な
る
文

脈
の
も
と
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
延
慶
本

『

平
家
物
語』

第
二
末

｢

石
橋
山
合
戦
事｣

と

『

源
平
盛

衰
記』

の
同
場
面
の
描
写
に
注
目
し
た
い
。
石
橋
山
合
戦
に
お
い
て
、
源
頼
朝
の
兵
が
窮
地
に
陥
り
頼
朝
の
も
と
に
残
る
兵
も
僅
か

と
な
っ
た
際
の
場
面
で
あ
る
。

延
慶
本

『

平
家
物
語』

で
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る⑪

。

兵
衛
佐
ニ

付
テ
山
ニ

有
ケ
ル
人
ト
テ
ハ
土
肥
二
郎
同
子
息
弥
太
郎
甥
ノ
新
開
ノ

荒
二
郎
土
屋
三
郎
岡
崎
四
郎
已
上
五
人
下
臈
ニ
ハ

土

肥
二
郎
ガ
小
舎
人
男
七
郎
丸
兵
衛
佐
具
シ
奉
テ
上
下
只
七
騎
ソ
有
ケ
ル
土
肥
カ
申
ケ
ル
ハ
天
喜
年
中
ニ

故
伊
与
入
道
殿
貞
任
ヲ
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責
給
シ

時
纔
ニ

七
騎
ニ

落
成
テ

一
旦
ハ

山
ニ

籠
給
シ
カ
ト
モ
遂
ニ

ソ
ノ
御
本
意
ヲ
遂
給
ニ

ケ
リ
今
日
ノ

御
有
様
少
モ
彼
ニ

違
ワ
ス
尤
吉
例

ト
ス
ヘ
シ
ト
ソ
申
ケ
ル

『
源
平
盛
衰
記』

巻
二
十
一

｢

兵
衛
佐
殿
隠
臥
木｣

も
同
じ
場
面
で⑫

、

其
中
に
藤
九
郎
盛
長
申
し
け
る
は
、
盛
長
承
り
傳
へ
侍
り
。
昔
後
朱
雀
院
御
宇
、
天
喜
年
中
に
、
御
先
祖
伊
予
守
殿
、
貞
任
宗

任
を
被
�

責
け
る
に
、
官
兵
多
く
討
れ
て
落
給
ひ
け
る
に
、
僅
に
七
騎
に
て
山
に
籠
給
ひ
け
り
。
王
事
靡
�

�
、
終
に
逆
賊
を

亡
し
て
四
海
を
靡
し
給
ひ
け
り
と
、
今
日
の
御
有
様
、
昔
に
相
違
な
し
、
吉
例
也
。

と
し
て
い
る
。
延
慶
本
と

『

源
平
盛
衰
記』

で
語
っ
て
い
る
人
物
に
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
ど
ち
ら
も
内
容
は
、
頼
義
軍
が
一
度
は

大
敗
し
て
た
だ
七
騎
が
残
っ
た
が
、
そ
の
後
逆
転
勝
利
を
収
め
た
。
今
の
頼
朝
軍
も
こ
の
頼
義
の
逆
転
の
吉
例
と
同
じ
で
あ
り
、
頼

義
の
例
の
よ
う
に
今
後
必
ず
勝
利
す
る
に
ち
が
い
な
い
。
と
い
う
激
励
の
こ
と
ば
で
あ
る
。『

陸
奥
話
記』

に
よ
れ
ば
こ
の
頼
義
軍

の
大
敗
は
、
以
下
に
示
す
通
り
、
天
喜
五
年
十
一
月
黄
海
に
お
い
て
行
わ
れ
た
戦
い
で
の
出
来
事
の
よ
う
で
あ
る
。

同

(

天
喜
五)

年
十
一
月
、
将
軍
、
率
兵
千
八
百
余
人
、
欲
討
貞
任
等
。
貞
任
等
率
精
兵
四
千
余
人
、
以
金
為
行
之
河
崎
柵
為

営
、
拒
戦
黄
海
。

于
時
、
風
雪
甚
励
、
道
路
艱
難
。
官
軍
無
食
、
人
馬
共
疲
。
…
…
官
軍
大
敗
、
死
者
数
百
人
。

将
軍
長
男
義
家
、
驍
勇
絶
倫
、
騎
射
如
神
。
冒
白
刃
突
重
囲
、
出
賊
左
右
。
以
大
鏃
箭
、
頻
射
賊
師
。
矢
不
空
発
、
所
中
必

斃
。
雷
奔
風
飛
、
神
武
命
世
。
夷
人
靡
走
、
敢
無
当
者
、
夷
人
立
号
曰
八
幡
太
郎
。
漢
飛
将
軍
之
号
、
不
可
同
年
語
矣
。

将
軍
従
兵
、
或
以
敗
走
或
以
死
傷
。
所
残
纔
有
六
騎
。
長
男
義
家
・
修
理
少
進
藤
原
景
通
・
大
宅
光
任
・
清
原
貞
広
・
藤
原

範
季
・
同
則
明
等
也
。
…
将
軍
之
馬
、
中
流
矢
斃
。
…
義
家
馬
又
中
矢
死
。

こ
の
戦
い
で
頼
義
軍
が
頼
義
を
含
め
七
騎
で
落
ち
た
こ
と
は
、『

扶
桑
略
記』
天
喜
五
年
十
一
月
条
に
も
あ
る
。
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十
一
月
。
将
軍
頼
義
率
二

兵
千
三
百
余
人
一

。
欲
�

討
二

貞
任
等
一

。
爰
貞
任
等
引
―二

率
精
兵
四
千
余
人
一

拒
戦
…
官
軍
大
敗
。
死
者

数
百
人
。
将
軍
長
男
義
家
驍
勇
絶
倫
。
騎
射
如
�

神
。
…
所
�

残
纔
有
一

六
騎
一

。

『
陸
奥
話
記』

と
比
較
す
る
と
、
天
喜
五
年
十
一
月
の
記
事
に
入
れ
て
い
る
こ
と
は
共
通
す
る
も
の
の
、｢

黄
海｣

と
い
う
場
所
を
記

さ
な
い
。『
今
昔
物
語
集』

も
こ
の
戦
い
を
記
し

｢

所
残
六
騎｣

と
す
る
が
、『

今
昔
物
語
集』

で
は

｢

天
喜
五
年｣

と
い
う
年
号
や

｢

黄
海｣

の
地
名
は
記
さ
な
い
。
ま
た
、『

十
訓
抄』

巻
六
の
第
十
七
話
も
天
喜
五
年
の
こ
と
と
し
て
こ
の
戦
を
記
し
、｢

残
る
と
こ

ろ
六
騎｣

と
し
て
い
る⑬

。
今
注
目
し
た
い
の
は
、
延
慶
本『

平
家
物
語』

、『

源
平
盛
衰
記』

が
、
頼
朝
の
石
橋
山
の
戦
況
に
つ
い
て
、

頼
義
の
戦
い
を
逆
転
勝
利
の
吉
例
と
し
て
価
値
付
け
て
い
る
点
と
、｢

天
喜｣

の
年
号
と

｢

七
騎｣

と
い
う
言
葉
を
強
く
意
識
す
る

形
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
逸
話
は
、『

平
家
物
語』

長
門
本
、
四
部
合
戦
状
本
、
ま
た

『

平
家
族
伝
妙』

十
一
の
他
、

『

源
威
集』

や

『

梅
松
論』

に
も
言
及
の
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

『

源
威
集』

二

｢

前
九
年
ノ
役
ノ
事｣
は
十
二
年
の
合
戦
を
描
き⑭

、

御
方
七
騎
ニ
打
残
サ
ル
、
其
七
騎
ハ
所
レ
謂
将
軍
頼
義
・
長
子
義
家
…

と
す
る
が
、
七
騎
と
な
っ
た
戦
い
の
場
所
、
年
号
を
示
さ
な
い
。『

梅
松
論』

下
で
は⑮

、

頼
義
・
義
家
も
奥
州
征
伐
の
時
、
七
騎
に
な
り
給
事
あ
り
。
始
の
負
は
御
当
家
の
佳
例
な
り
と
申
輩
お
ほ
か
り
け
り
。

と
あ
り
、
天
喜
と
い
う
年
号
は
記
さ
れ
ず

｢

七
騎｣

と
い
う
言
葉
で
こ
の
吉
例
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。『

梅
松
論』

は
、
足
利
尊
氏

の
建
武
三
年
二
月
豊
島
河
原
合
戦
で
の
大
敗
に
関
わ
っ
て
、
頼
朝
の
石
橋
合
戦
の
例
と
並
べ
て
記
さ
れ
て
お
り
、
頼
義
・
頼
朝
二
人

の
吉
例
と
し
て
い
る
。
松
林
靖
明
氏
は
こ
れ
ら
を

｢

奥
州
十
二
年
合
戦
を
め
ぐ
る
源
家
の
伝
承｣

と
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
七
騎
落

ち
の
物
語
を
載
せ
る

『

源
威
集』

が

｢

暗
夜
雪
中
敵
味
方
乱
合
時
、
必
誤
ベ
シ
、
将
軍
ニ
七
ノ
印
ヲ
付
奉
ル
、
七
因
是
秘
説
也｣

と

載
せ
、
ま
た

『

梅
松
論』

に
同
様
の
話
を
載
せ
る
な
ど
、
七
騎
馬
落
ち
の
吉
例
か
ら

｢｢

七｣

と
い
数
字
が
源
氏
に
と
っ
て
重
い
意
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味
の
あ
る
数
字
、
縁
起
の
い
い
数
字
と
し
て
い
る
の
も
、
こ
の

｢

七
騎｣

の
伝
承
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う｣

と
、
源
氏
の
伝
承
に
か

か
わ
る

｢

七｣

の
数
字
の
背
景
に
、
こ
の

｢

七
騎
落
ち｣

の
伝
承
が
存
在
し
て
い
た
と
考
察
さ
れ
て
い
る⑯

。

と
こ
ろ
で
、『

陸
奥
話
記』

や『

扶
桑
略
記』

『

今
昔
物
語』

は
七
で
は
な
く
頼
義
を
除
い
た｢

六
騎｣

と
い
う
表
現
を
し
て
い
る
。

い
つ
頃
か
ら

｢

七
騎｣

が
意
識
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。『

中
外
抄』

下
五
三
話
に
収
載
さ
れ
る
次
の
話
が
注
目
さ
れ
る⑰

。

仁
平
四
年
三
月
廿
九
日
。
雨
降
る
。
御
前
に
祗
候
す
。〈

時
に
仲
行
の
宇
治
の
宿
所
に
御
坐
す
。
春
日
の
御
精
進
な
り
。〉

御
物

語
の
次
に
、
仰
せ
て
云
は
く
、｢

頼
義
と
随
身
兼
武
と
は
、
一
つ
腹
な
り
。
母
は
宮
仕
へ
の
者
な
り
。
件
の
女
を
頼
信
の
愛
し

て
、
頼
義
を
産
ま
し
め
了
ん
ぬ
。
そ
の
後
兼
武
の
父
、
件
の
女
の
許
な
り
け
る
半
物
を
愛
し
け
る
に
、
そ
の
主
の
女
、｢

我
に

あ
は
せ
よ｣

と
云
ひ
て
、
案
の
ご
と
く
婚
ぎ
了
ん
ぬ
。
そ
の
後
、
兼
武
を
生
み
了
ん
ぬ
。
頼
義
、
後
に
こ
の
旨
を
聞
き
て
、
ゆ

ゆ
し
き
こ
と
な
り
と
て
、
七
騎
の
度
乗
り
た
り
け
る
大
葦
毛
の
忌
日
な
む
ど
を
ば
し
け
れ
ど
も
、
母
の
忌
日
は
一
切
勧
修
せ
ざ

り
け
り
。

頼
義
が
異
父
兄
弟
を
産
ん
だ
母
の
忌
日
法
要
を
し
な
い
の
に
対
し
、｢

七
騎｣

の
際
に
乗
っ
た
馬
の
忌
日
法
要
は
行
う
と
い
う
話
で

あ
る
。
同
話
は

『

古
事
談』

巻
四
の
第
十
五
話
に
も
記
さ
れ
る
。
さ
て

｢

七
騎
の
度
乗
り
た
り
け
る
大
葦
毛｣

で
あ
る
が
、
新
日
本

古
典
文
学
大
系
の
脚
注
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
黄
海
の
合
戦
で
七
騎
と
な
っ
た
際
に
義
家
が
乗
り
矢
に
当
っ
て
死
ん
だ
馬
の
こ
と
で
あ

る
と
指
摘
す
る
が
、『

陸
奥
話
記』

で
は

｢

将
軍
之
馬
、
中
流
矢
斃
。
…
義
家
馬
又
中
矢
死
。｣

と
あ
り
、
頼
義
自
身
の
乗
っ
た
馬
と

解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
い
ず
れ
に
し
ろ
早
く
か
ら
黄
海
の
戦
い
の
物
語
が

｢

七
騎｣

の
物
語
と
し
て
人
々
の
間
に
広
ま
っ
て
い

た
も
の
と
想
像
で
き
る
。

『

剣
巻』

は

｢

七
騎｣

と
表
現
し
て
い
な
い
が
、
延
慶
本

『

平
家
物
語』
や

『

源
平
盛
衰
記』

が

｢

七
騎
落
ち｣

を
語
る
際
に

｢

天
喜｣

と
い
う
年
号
を
あ
わ
せ
記
す
こ
と
、
頼
義
の
十
二
年
の
合
戦
に
つ
い
て
早
く
か
ら

｢

七
騎
落
ち｣

が
注
目
さ
れ
て
い
た
可
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能
性
が
あ
る
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、『

剣
巻』

の
十
二
年
の
合
戦
が
天
喜
五
年
を
起
点
と
し
て
語
ら
れ
る
の
も
、
天
喜
五
年
に

(
再
び)

陸
奥
守
に
な
っ
た
と
い
う
事
を
示
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
延
慶
本

『

平
家
物
語』

や

『

源
平
盛
衰
記』

等
が
描
く
よ
う

な
、
吉
例
と
し
て
の

｢

七
騎
落
ち｣

を
意
識
し
て
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

二

こ
こ
ま
で
、『

剣
巻』
が
頼
義
の
合
戦
を
天
喜
か
ら
書
き
起
こ
す
背
景
を
探
っ
て
き
た
。
で
は
、『

剣
巻』

は
こ
の
後
、
十
二
年
の

合
戦
を
ど
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
天
喜
五
年
の
記
事
の
あ
と
に
述
べ
ら
れ
る
の
は
、
源
氏
の
宝
剣
が
頼
義
に
渡
る
ま

で
の
顛
末
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
部
分
は

『

陸
奥
話
記』

等
に
触
れ
ら
れ
な
い
記
述
で
あ
り
注
意
が
必
要
で
あ
る
の
で
後
に
述

べ
る
こ
と
と
し
て
、
今
は
更
に
そ
の
後
の
、
頼
義
の
手
に
剣
が
渡
っ
た
後
の
記
述
に
注
目
し
た
い
。

頼
義
是
ヲ
給
テ
、
奥
州
ニ
下
向
シ
テ
九
ケ
年
ガ
程
タ
ヽ
カ
ウ
。
遂
ニ
軍
ニ
打
勝
テ
、
貞
任
ヲ
バ
頸
ヲ
切
、
宗
任
ヲ
バ
生
取
ニ
シ

テ
登
リ

頼
義
の
奥
州
で
の
戦
い
に
つ
い
て
の
記
述
は
大
変
簡
素
な
も
の
で
、
ほ
ぼ
結
果
の
み
の
記
述
と
な
る
。『

水
左
記』

康
平
六

(

一
〇

六
三)

年
二
月
十
六
日
条
に⑱

早
朝
参
殿
下
、
前
鎮
守
府
将
軍
源
頼
義
朝
臣
所
進
俘
囚
貞
任
、
重
任
、
経
清
等
首
、
并
降
人
交
名
解
文
、
右
大
弁
令
進
覧
之
、
…

治
部
卿
下
頭
弁
、
々
々
召
大
夫
史
実
長
下
之
、
実
長
召
大
夫
尉
源
頼
俊
於
右
衛
門
陣
、
口
宣
可
請
取
件
首
等
之
由
、
頼
俊
引
率

検
非
違
・

・
使
カ

等
、
奉
宣
退
出
了
、
余
又
退
出
、
抑
件
俘
囚
首
、
本
所
随
騎
兵
二
人

〈

一
人
�
伏
季
俊
、
一
人
軍
曹〉

歩
兵
二
十

余
人
許
也
、
…
先
於
粟
田
山
大
谷
北
丘
上
踟
�
徘
徊
、
三
首
各
■
鋒
植
之
、
余
偸
行
見
之
、
漸
及
�
刻
指
洛
持
入
、
検
非
違
使
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於
四
条
京
極
間
請
取
、
…
先
貞
任
、
次
重
任
、
経
清
等
也

(

■
は
、
�
に
乖)

と
あ
り
、
康
平
六
年
二
月
十
六
日
に
貞
任
の
首
が
都
で
曝
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
宗
任
が
生
捕
り
に
さ
れ
流
さ
れ
た
こ
と
に
関
し

て
も

『
水
左
記』

で
確
認
で
き
る
。『

水
左
記』

に
よ
れ
ば
、
貞
任
の
首
が
曝
さ
れ
た
翌
年
の
三
月
二
十
八
日
条
に
、

今
日
有
陣
定
、
右
大
臣
承
之
、
陸
奥
俘
囚
頼
時
子
貞
任
宗
任
、
正
任
、
家
任
等
并
□
正
頼
出
羽
前
守
源
正
頼
所
被
進
僧
良
時照

等

事
□

(

貞
任
、
□
正
頼
、
時
ミ
セ
ケ
チ)

四
月
一
日
条
に

今
日
出
羽
守
義
家
并
□
弟
源
義
綱
入
京
□
降
人
自
関
外
道
送
伊
予
云
々

と
あ
り
、
康
平
七
年
三
月
二
十
八
日
に
宗
任
が
伊
予
に
送
ら
れ
る
事
が
決
定
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
こ
の
折
の
太
政
官
符
が

『

朝
野
群
載』

に
以
下
の
よ
う
に
残
さ
れ
て
い
る⑲

。

応
�

安
―二

置
便
所
一

、
皈
降
俘
囚
安
倍
宗
任
。
同
正
任
。
同
貞
任
。
同
家
任
。
沙
弥
良
増
等
五
人
。
従
類
参
拾
貳
人
事

宗
任
従
類
大
男
七
人

正
任
従
類
廿
人

〈

大
男
八
人

小
男
六
人

女
六
人〉

貞
任
従
類
大
男
一
人

家
任
従
男
三
人

〈

大
男
一
人
小
男
一
人〉

沙
弥
良
増
従
類
一
人

部
領
使
正
六
位
上
行
鎮
守
府
將
軍
監
藤
原
朝
臣
則
経
従
類
三
人

右
得
二

正
四
位
下
行
伊
予
守
源
朝
臣
�
義
。
去
月
廿
二
日
解
状
一

称
。
謹
�
二

案
内
一

。
皈
降
之
者
。
先
日
注
二

交
名
一

。
早
経
二

言

上
一

。
随
則
被
�

下
―二

給
官
符
一

称
。
件
人
等
可
�

随
二

後
仰
一

者
。
於
二

陸
奥
国
一

。
雖
�

待
二

裁
下
一

。
既
無
二

左
右
一

。
仍
抽
二

為
�

宗
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故
俘
囚
首
安
倍
�
時
男
五
人
一

。
随
身
所
二

參
上
一

也
。
…
正
二
位
行
権
中
納
言
兼
宮
内
卿
源
朝
臣
経
長
宣
。
奉

�

勅
。
件
宗

任
等
忽
悔
二

旧
悪
一

。
已
為
二

降
虜
一

。
推
二

其
情
越
一

。
何
不
二

矜
憐
一

。
宣
下

仰
二

彼
同
党
類
一

。
相
共
移
―二

住
便
所
一

。
永
為
二

皇
民
一

。

支
―中

給
衣
粮
上

者
。
国
宣
二

承
知
依
�

宣
行
�

之
。
路
次
之
国
。
宜
�

給
二

食
馬
一

。
符
到
奉
行
。

左
中
弁
藤
原
朝
臣
泰
憲

右
大
史
小
槻
宿
祢
孝
信

康
平
七
年
三
月
廿
九
日

太
政
官
符
の
文
面
に
は
宗
任
等
が
旧
悪
を
悔
い
て
降
人
に
な
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
に
よ
り
、『
剣
巻』

に
述
べ
ら
れ
る
、
貞
任
が
斬
ら
れ
た
事
、
宗
任
が
生
捕
り
と
さ
れ
た
こ
と
は
共
に
史
実
で
あ
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
。三

『

剣
巻』

は
奥
州
で
の
頼
義
の
合
戦
を
天
喜
五
年
か
ら
書
き
起
こ
し
、
貞
任
が
斬
ら
れ
宗
任
が
降
人
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
閉
じ
て

い
る
こ
と
に
な
る
が
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
文
脈
で
描
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
天
喜
の

書
き
起
こ
し
の
直
後
に
記
さ
れ
る
、
源
氏
の
宝
剣
伝
授
の
顛
末
の
記
事
で
あ
る
。『

陸
奥
話
記』

や
そ
の
他
十
二
年
の
合
戦
を
記
す

諸
書
に
は
見
え
な
い
記
事
で
あ
る
。
一
見
全
く
無
関
係
と
思
わ
れ
る
も
の
が
な
ぜ
こ
こ
に
入
れ
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。『

剣
巻』

に

述
べ
ら
れ
た
源
氏
重
代
の
剣
が
頼
義
に
渡
る
ま
で
の
顛
末
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

爰
ニ
源
氏
重
代
ノ
剣
鬼
丸
、
蛛
切
、
頼
国
ガ
手
ニ
ア
リ
ケ
ル
ヲ
、
宣
旨
ニ
テ
被
召
、
頼
義
ノ
朝
臣
ニ
ゾ
タ
ビ
テ
ン

ゲ
ル
。
頼
国

申
テ
云
、｢

此
剣
ハ
祖
父
多
田
満
仲
ガ
時
ヨ
リ
三
代
相
承
ノ
剣
ニ
テ
候
ヘ
バ
、
争
カ
身
ヲ
放
チ
候
ベ
キ
。
剣
ヲ
可
被
召
ニ
テ
候
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ワ
バ
、
頼
国
コ
ソ
承
テ
ク
ダ
リ
候
ハ
メ｣

ト
、
度
々
被
申
ケ
レ
ド
モ
、
更
ニ
御
用
イ
ナ
シ
。
只｢

剣
ヲ
進
ヨ｣

ト
仰
セ
ケ
レ
バ
、

力
無
ク
シ
テ
出
シ
ケ
リ
。

頼
義
と
そ
の
子
義
家
か
ら
清
和
源
氏
の
主
流
に
変
化
が
起
こ
る
こ
と
は
歴
史
的
事
実
で
あ
る
が
、『

剣
巻』

も
こ
の
場
面
で
は
そ
の

主
流
の
変
化
を
記
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
頼
義
の
前
に
剣
を
所
持
し
て
い
た
人
物
に
つ
い
て
は

『

剣
巻』

諸
本
に
異
同
が
あ

る
。
今
底
本
と
し
て
い
る
長
禄
本
で
は

｢

頼
国｣

と
す
る
が
、
屋
代
本

『

平
家
物
語』

に
付
属
さ
れ
て
伝
わ
っ
た

『

平
家
剣
巻』

で

は

｢

頼
綱｣

慶
長
十
五
年
古
活
字
版

『

太
平
記』

付
録

『

剣
巻』

等
で
は

｢

頼
基｣

、
田
中
本
で
は

｢

頼
縄｣

と
な
っ
て
い
る⑳

。『

尊

卑
分
脈』

に
よ
れ
ば�

、
頼
国
は
源
満
仲
の
孫
、
源
頼
光
の
子
で
あ
る
。
頼
綱
は
頼
国
の
子
で
あ
り
、
頼
国
も
頼
綱
も
頼
光
の
嫡
流
に

位
置
付
け
ら
れ
る
。
頼
縄
は
不
明
、
頼
基
は
嫡
子
で
は
な
い
が
頼
光
の
子
と
し
て
確
認
で
き
る
。
一
方
、
頼
義
は

『

尊
卑
分
脈』

に

よ
れ
ば
頼
光
の
三
男
頼
信
の
子
で
あ
る
。『

剣
巻』

に
お
け
る
人
物
名
の
異
同
の
理
由
や
い
ず
れ
が
正
し
い
か
は
今
に
わ
か
に
判
断

で
き
な
い
が
、
源
氏
嫡
流
が
伝
承
し
て
い
た
宝
剣
を
頼
義
へ
渡
す
よ
う
宣
旨
が
下
っ
た
と
い
う
文
脈
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
頼
国
、
あ

る
い
は
頼
綱
と
あ
る
方
が
わ
か
り
や
す
く
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
、
当
該
記
事
が

『

剣
巻』

に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
順
序
で
配
置
さ
れ
て
い
る
か
を
改
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

(

１)

天
喜
五
年
、
貞
任
等
鎮
圧
の
た
め
陸
奥
守
と
な
る

(

２)

源
家
の
宝
剣
を
頼
義
に
渡
す
よ
う
宣
旨
が
下
る
が
渡
さ
れ
ず
、
度
々
の
催
促
の
後
渡
さ
れ
る

(

３)

戦
い
に
勝
ち
貞
任
等
を
討
つ
。

『

剣
巻』

記
事
中
で
は
、
こ
の
よ
う
な
順
と
な
っ
て
お
り
、
十
二
年
の
合
戦
の
物
語
の
中
に
剣
の
伝
承
記
事
を
挟
み
込
む
形
と
な
っ

て
い
る
。
こ
の
記
事
の
順
に
沿
っ
て
文
脈
を
捉
え
る
な
ら
ば

(

１)

の
天
喜
五
年
段
階
で
は
、
頼
義
は
宝
剣
を
持
っ
て
い
な
い
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
形
に
記
事
が
並
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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先
に

｢

天
喜｣

は

｢

七
騎
落
ち｣

と
そ
の
後
の
勝
利
と
い
う
逆
転
劇
的
な
吉
例
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
ば
で
あ
る
事

を
述
べ
た
。
こ
こ
で
も
う
一
度
、
吉
例
と
し
て
の

｢

七
騎
落
ち｣

を
焦
点
と
し
て
考
え
て
み
た
い
。｢

七
騎
落
ち｣

が
逆
転
劇
を
想

起
さ
せ
る
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
時
、｢

七
騎
落
ち｣

の
状
況
そ
の
も
の
は
、
頼
義
等
に
と
っ
て
逆
境
に
あ
た
る
。
で
は
、｢

七

騎
落
ち｣
に
お
け
る
、
逆
転
に
あ
た
る
も
の
は
ど
の
戦
い
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
後
の
何
年
に
も
わ
た
る
戦
い
の
勝
利
の
一
つ
一

つ
全
て
を
逆
転
劇
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
ら
の
戦
い
を
含
め
る
と
し
て
も
、
や
は
り
、
貞
任
等
を
滅
ぼ
す

事
と
な
っ
た
最
後
の
戦
い
を
指
す
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
は
十
二
年
の
合
戦
の
物
語
に
関
し
て
は
そ
の
最
後

の
戦
い
に
関
し
て
逆
転
劇
を
象
徴
す
る
よ
う
な
逸
話
が
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
、『

平
家
物
語』

巻
七

｢

願
書｣

で
は
、
以
下
の
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

昔
神
功
皇
后
新
羅
を
攻
め
さ
せ
給
ひ
し
に
、
御
方
の
た
ゝ
か
ひ
よ
は
く
、
異
国
の
い
く
さ
こ
は
く
し
て
、
既
に
か
う
と
み
え

し
時
、
皇
后
天
に
御
祈
誓
あ
り
し
か
ば
、
霊
鳩
三
飛
来
て
楯
の
面
に
あ
ら
は
れ
て
、
異
国
の
い
く
さ
破
に
け
り
。
又
此
人
々
の

先
祖
、
頼
義
朝
臣
、
貞
任
・
宗
仁
を
攻
給
ひ
し
に
も
、
御
方
の
た
ゝ
か
ひ
よ
は
く
し
て
、
凶
徒
の
い
く
さ
こ
は
か
り
し
か
ば
、

頼
義
朝
臣
敵
の
陣
に
む
か
っ
て
、｢

是
は
ま
っ
た
く
私
の
火
に
は
あ
ら
ず
、
神
火
な
り｣

と
て
、
火
を
放
つ
。
風
忽
に
異
賊
の

方
へ
吹
き
お
ほ
ひ
、
貞
任
が
館
栗
屋
河
の
城
焼
ぬ
。
其
後
い
く
さ
破
て
、
貞
任
・
宗
仁
ほ
ろ
び
に
き
。

神
功
皇
后
が
新
羅
を
攻
め
た
先
例
に
続
い
て
、
奥
州
十
二
年
の
合
戦
の
例
を
描
く
。
苦
境
に
陥
っ
た
後
の
戦
い
で
、
頼
義
は

｢

神
火

な
り｣

と
い
っ
て
敵
陣
に
火
を
放
つ
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
貞
任
・
宗
任
を
滅
ぼ
し
た
と
い
う
逸
話
で
あ
る
。
こ
こ
で
火
を
放
っ
た
の

は
頼
義
で
あ
る
が
頼
義
は

｢

私
の
火
に
は
あ
ら
ず
、
神
火
な
り｣
と
言
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
貞
任
ら
が
滅
び
た
の
は
神
の
意
志
で
あ

る
、
と
す
る
分
脈
で
語
ら
れ
て
い
る
。
頼
義
が

｢

神
火｣

で
あ
る
と
言
っ
て
火
を
放
っ
た
逸
話
は

『

陸
奥
話
記』

に
康
平
五
年
九
月

十
七
日
の
こ
と
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
以
下
の
出
来
事
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
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十
七
日
…
将
軍
、
下
馬
、
遥
拝
皇
城
誓
言
、
昔
、
漢
徳
未
衰
、
飛
泉
忽
応
�
尉
之
節
。
今
、
天
威
惟
新
、
大
風
可
助
老
臣
之

忠
。
伏
乞
、
八
幡
三
所
、
出
風
吹
火
焼
彼
柵
、
則
自
把
火
称
神
火
投
之
。
是
時
有
鳩
、
翔
軍
陣
上
。
将
軍
再
拝
。
暴
風
忽
起
。

煙
焔
如
飛
。
…
賊
徒
潰
乱
、
或
投
身
於
碧
潭
、
或
刎
首
於
白
刃
。
…
貞
任
、
抜
剣
斬
官
軍
、
官
軍
、
以
鉾
刺
之
。
載
於
大
楯
。

六
人
舁
之
将
軍
之
前
。
其
長
六
尺
有
余
。
腰
囲
七
尺
四
寸
。
容
貌
魁
偉
、
皮
膚
肥
白
也
。
将
軍
、
責
罪
、
貞
任
、
一
面
死
矣
。

又
、
斬
弟
重
任
。〈

字
北
浦
六
郎〉

。
但
宗
任
自
投
深
泥
逃
脱
已
了
。

『

陸
奥
話
記』
で
は
ま
さ
し
く
、
貞
任
が
滅
び
た
そ
の
戦
い
で
の
出
来
事
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
逸
話
は

『

扶
桑
略
記』

所
引

『

奥
州
合
戦
記』
や

『

今
昔
物
語
集』

に
も
載
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。『

陸
奥
話
記』

の
文
中
で
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
ど
れ
ほ

ど
の
重
さ
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
か
は
、
今
即
断
は
で
き
な
い
が
、
勝
利
に
八
幡
神
の
意
志
が
働
い
た
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

『

平
家
物
語』

巻
七

｢

願
書｣

も
、
十
二
年
の
合
戦
の
勝
利
の
背
景
に

｢

神
火｣

(

神
の
意
志)

が
働
い
て
い
た
と
理
解
し
て
お
り
、

そ
の
よ
う
な
受
け
取
り
方
が
有
り
得
た
事
が
わ
か
る�

。

こ
こ
で

『

剣
巻』

の
描
写
に
立
ち
戻
っ
て
み
た
い
。『

剣
巻』

の
記
述
順
で
は
、
天
喜
五
年
陸
奥
守
と
な
っ
た
段
階
で
は
頼
義
に

剣
が
渡
っ
て
い
な
い
。
こ
の
天
喜
五
年
は
、
源
氏
に
と
っ
て
の
象
徴
的
出
来
事
で

｢

七
騎
落
ち｣

と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
黄
海

の
戦
い
で
の
大
敗
が
起
こ
っ
た
年
で
あ
る
。『

剣
巻』
で
は
、
そ
の
後
源
家
の
宝
剣
が
頼
義
の
手
に
渡
っ
た
事
が
記
さ
れ
、
貞
任
宗

任
を
滅
ぼ
す
記
事
が
続
い
て
い
る
。
頼
義
が
大
敗
し
た
の
は
宝
剣
が
頼
義
の
手
に
渡
る
前
で
、
勝
利
を
獲
得
す
る
の
は
頼
義
に
剣
が

渡
っ
た
後
で
あ
る
。『

剣
巻』

が
十
二
年
の
合
戦
に
つ
い
て
、｢
七
騎
落
ち｣

と
い
う
逆
境
と
逆
転
劇
と
い
う
筋
道
を
前
提
と
し
て
認

識
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
逆
境
部
分
の
あ
と
に
頼
義
へ
の
宝
剣
伝
授
が
記
さ
れ
る
の
は
、
逆
境
に
な
っ
た
の
は
源
家
の
宝
剣
が
伝
授

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
文
脈
で
物
語
を
記
そ
う
と
し
て
い
る
か
ら
だ
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た

同
時
に
、
頼
義
に
伝
え
ら
れ
た
宝
剣
は
、『

平
家
物
語』

巻
七

｢

願
書｣

の
文
脈
で
い
う

｢

神
火｣

に
あ
た
る
も
の
に
相
当
す
る
と
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い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
、『

剣
巻』

の
描
く
十
二
年
の
合
戦
は
、
天
喜
の

｢

七
騎
落
ち｣

と
い
う
逆
境
か
ら
の
逆
転
劇
の
吉
例
お
よ
び

｢

神
火｣

の

逸
話
を
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
し
て
い
る
だ
ろ
う
こ
と
、
そ
の
文
脈
を
背
景
と
し
て
勝
利
に
関
係
し
た

｢

神
火｣

の
威
力
を

｢

剣｣

の
威

力
に
と
ら
え
な
お
し
て
、
最
初
頼
義
に
宝
剣
が
伝
え
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
に
逆
境
に
陥
り
、
宝
剣
が
伝
わ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
勝
利

を
納
め
た
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。十
二
年
の
合
戦
を
め
ぐ
っ
て
は
、『

陸
奥
話
記』

等
で
も
頼
義
の
子

義
家
の
活
躍
ぶ
り
が
随
所
に
描
か
れ
て
お
り
、『

古
今
著
聞
集』

等
義
家
の
華
や
か
な
逸
話
を
記
す
も
の
も
多
い
。
頼
義
は
説
話
集

な
ど
で
そ
の
戦
い
ぶ
り
を
記
さ
れ
る
事
は
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
実
は

｢

七
騎
落
ち｣

と
い
う
源
氏
の
吉
例
と
し
て
頼
朝
の
石

橋
山
の
逸
話
と
と
も
に
記
さ
れ
続
け
て
き
た
の
で
あ
る
。『

剣
巻』

は

｢

七
騎
落
ち｣

を
背
景
と
し
て
奥
州
十
二
年
の
合
戦
を
義
家

で
も
貞
任
で
も
宗
任
で
も
な
く
、
源
家
の
宝
剣
と
そ
の
伝
承
者
頼
義
の
物
語
と
い
う
文
脈
で
と
ら
え
た
物
語
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

注
記

①

十
二
年
の
合
戦
が

｢

前
九
年｣

と
呼
称
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
事
情
に
つ
い
て
は
、
庄
司
浩
氏

『

辺
境
の
争
乱』

(

教
育
社
、
昭
和
五
十
二
年

刊)

な
ど
に
詳
し
い
。
本
稿
で
は
、
前
九
年
の
役
を
以
下

｢

十
二
年
の
合
戦｣

と
よ
ぶ
。

②

『

剣
巻』

諸
本
に
つ
い
て
は
、
松
尾
葦
江
氏

｢

平
家
物
語
剣
巻
解
説｣

(

市
古
貞
次
氏
校
注
訳

『

平
家
物
語』

四
完
訳
日
本
の
古
典
、
小
学
館

一
九
八
九
年
刊)

、
同
氏

｢『

剣
巻』

の
意
味
す
る
も
の｣

(
『

日
本
古
典
文
学
会
々
報』

一
一
二
、
昭
和
六
十
二
年
七
月)

を
参
照
さ
れ
た
い
。

な
お

『

剣
巻』

本
文
は
便
宜
上
長
禄
本

(

前
掲
、
完
訳
日
本
の
古
典
に
翻
刻
所
収)

で
代
表
さ
せ
、
必
要
に
応
じ
て
異
同
を
示
す
。

③

安
倍
宗
任
が
松
浦
党
の
先
祖
と
な
っ
た
と
い
う
記
述
は
、『

剣
巻』
の
後
近
世
に
は

『

前
太
平
記』

や
新
井
白
石

『

藩
翰
譜』

、
筑
紫
地
方
の

郷
土
史
に
関
わ
る
文
献
に
広
く
見
ら
れ
る
。
宗
任
と
松
浦
党
に
関
わ
る
考
察
は
、
瀬
野
精
一
郎
氏

｢

鎌
倉
時
代
に
お
け
る
松
浦
党｣

(
『

日
本

歴
史』

二
四
四
、
昭
和
四
十
三
年
九
月)

、
平
川
定
美
氏

｢

安
倍
宗
任
・
松
浦
党
祖
説
と
そ
の
背
景｣

(
『

松
浦
党
研
究』

１
９
、
芸
文
堂
、
平
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成
八
年
六
月
刊)

、
鈴
木
彰
氏

｢

平
戸
松
浦
家
に
と
っ
て
の

｢

剣
巻｣

―
松
浦
党
安
倍
宗
任
末
裔
説
を
め
ぐ
っ
て｣

(
『

古
典
遺
産』

六
一
、
二

〇
一
三
年
三
月)

な
ど
数
多
い
。
鈴
木
彰
氏
は
近
世
の
地
誌
が
宗
任
の
松
浦
党
祖
先
説
に
対
し
て
強
く
批
判
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
、

宗
任
の
松
浦
党
祖
先
説
の
発
生
し
た
環
境
に
つ
い
て
考
え
る
に
あ
た
り
大
変
示
唆
的
で
あ
る
。

④

『
本
朝
続
文
粋』

の
本
文
は
、
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
に
拠
る
。

⑤

『

陸
奥
話
記』

本
文
は
、
柳
瀬
喜
代
志
氏
、
矢
代
和
夫
氏
、
松
林
靖
明
氏
、
信
太
周
氏
、
犬
井
善
壽
氏
校
注
・
訳
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全

集

『

将
門
記

陸
奥
話
記

保
元
物
語

平
治
物
語』

(

小
学
館
、
二
〇
〇
二
年
刊)

に
拠
る
。

⑥

『

百
錬
抄』
の
本
文
は
、
新
訂
増
補
国
史
大
系

(

吉
川
弘
文
館
、
平
成
十
年
刊)

に
拠
る
。

⑦

『

扶
桑
略
記』

の
本
文
は
、
新
訂
増
補
国
史
大
系

(

吉
川
弘
文
館
、
平
成
十
一
年
刊)

に
拠
る
。

⑧

『

平
家
物
語』

と
し
て
諸
本
を
明
記
し
な
い
も
の
は
、
覚
一
本
系
の
龍
谷
大
学
図
書
館
本
を
底
本
と
す
る
高
木
市
之
助
氏
、
小
澤
正
夫
氏
、

渥
美
か
を
る
氏
、
金
田
一
春
彦
氏
校
注
『

平
家
物
語』

上
下

(

岩
波
書
店
、
昭
和
三
十
四
年
、
三
十
五
年
刊)

で
代
表
さ
せ
た
。

⑨

本
文
は

『

太
平
記』

二

(

日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
、
昭
和
三
十
六
年
刊)

に
拠
る
。

⑩

『

保
元
物
語』

は
、
半
井
本
を
底
本
と
す
る
、
栃
木
孝
惟
氏
、
日
下
力
氏
、
益
田
宗
氏
、
久
保
田
淳
氏
校
注

『

保
元
物
語

平
治
物
語

承

久
記』

(

新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
刊)

に
拠
る
。

⑪

延
慶
本

『

平
家
物
語』

の
本
文
は
、
延
慶
本
注
釈
の
会
編

『

延
慶
本
平
家
物
語
全
注
釈』

(

汲
古
書
院
、
平
成
二
十
三
年
刊)

に
拠
る
。

⑫

『

源
平
盛
衰
記』

本
文
は
、
便
宜
上
慶
長
古
活
字
本
を
底
本
と
す
る
国
民
文
庫
刊
行
会
編

『

源
平
盛
衰
記』

(

国
民
文
庫
刊
行
会
、
明
治
四
十

三
年
刊)

に
拠
る
。

⑬

『

今
昔
物
語
集』

本
文
は

『

今
昔
物
語
集』

四

(

新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
刊)

、『

十
訓
抄』

本
文
は

『

十
訓
抄』

(

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、小
学
館
、一
九
九
七
年
刊)

に
拠
っ
た
。

⑭

『

源
威
集』

の
本
文
は
、
加
地
宏
江
校
注

『

源
威
集』

(

東
洋
文
庫
六
〇
七
、
平
凡
社
、
一
九
九
六
年
刊)

に
拠
る
。

⑮

『

梅
松
論』

本
文
は
矢
代
和
夫
氏
、
加
美
宏
氏
校
注『

梅
松
論

源
威
集』

(

新
撰
日
本
古
典
文
庫
、
現
代
思
潮
社
、
昭
和
五
十
年
刊)

に
拠
る
。
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⑯

前
掲
注
⑤
新
編
日
本
古
典
全
集
に
収
載
の
解
説

(

松
林
靖
明
氏
担
当)

に
拠
る
。
こ
の
ほ
か
幕
府
成
立
期
の
歴
史
に
頼
義
の
逸
話
が
踏
ま
え

ら
れ
て
く
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
川
合
康
氏

｢

奥
州
合
戦
ノ
ー
ト

:

鎌
倉
幕
府
成
立
史
上
に
お
け
る
頼
義
故
実
の
意
義｣

(
『

文
化
研
究』

三
、

一
九
八
九
年
三
月)

、
梶
原
正
昭
氏

｢

合
戦
伝
承
・
武
人
説
話
の
展
開
―
後
藤
内
則
明
の
い
く
さ
語
り
を
て
が
か
り
と
し
て
―｣

(

雨
海
博
洋
編

『
歌
語
り
と
説
話』

新
典
社
、
平
成
七
年
刊)

等
に
指
摘
が
あ
る
。

⑰

『

中
外
抄』

本
文
は
、
後
藤
昭
雄
氏
、
池
上
洵
一
氏
、
山
根
對
助
氏
校
注

『

江
談
抄

中
外
抄

富
家
語』

(

新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波

書
店
、
一
九
九
七
年
刊)

に
拠
る
。

⑱

『

水
左
記』
本
文
は
、
増
補
史
料
大
成

『

水
左
記』
(

臨
川
書
店
、
昭
和
五
十
年
刊)

に
拠
る
。

⑲

『

朝
野
群
載』

は
、
新
訂
増
補
国
史
大
系
新
装
版

『

朝
野
群
載』

(

吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
刊)

に
拠
る
。

⑳

『

剣
巻』

諸
本
に
つ
い
て
は
、
注
②
前
掲
書
参
照
。
屋
代
本
本
文
は
、
慶
長
十
五
年
古
活
字
版

『

太
平
記』

付
録

『

剣
巻』

本
文
は
筑
波
大

学
附
属
図
書
館
蔵
本
、
田
中
本
は
高
橋
貞
一
氏

｢

田
中
本
平
家
剣
巻
解
説
翻
刻｣

(
『

国
語
国
文』

三
六
巻
七
号
、
昭
和
四
十
二
年
七
月)

に

拠
っ
た
。
な
お
、
黒
田
彰
・
角
田
美
穂

｢

校
訂

剣
巻｣

(

伊
藤
正
義
氏
監
修

『

古
典
研
究
資
料
集

磯
馴
帖

村
雨
篇』

和
泉
書
院
、
二
〇

〇
二
年
刊)

を
参
照
さ
れ
た
い
。

�

『

尊
卑
分
脈』

｢

満
仲
息
男
頼
光
頼
親
頼
平
頼
範
等
流｣

等
。
新
訂
増
補
国
史
大
系

(

吉
川
弘
文
館
、
平
成
三
年
刊)

に
拠
る
。

�

『

源
威
集』

は
神
火
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
記
し
て
い
る
が
、
背
に
か
け
た
母
衣
を
解
い
て
旗
に
つ
け
る
と
い
う
行
為
を
七
騎
の
戦
の

｢

嘉
例
カ｣

と
も
述
べ
て
い
る
。

付
記本

稿
は
、
軍
記
・
語
り
物
研
究
会
二
〇
一
一
年
度
大
会
に
お
け
る
研
究
発
表

｢『
剣
巻』

と
奥
州
合
戦
の
物
語｣

の
一
部
を
も
と
に
改
稿
し
た
も

の
で
あ
る
。
大
会
中
ご
教
示
く
だ
さ
い
ま
し
た
諸
先
生
方
に
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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